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埼玉県薬剤師会のポリファーマシー対策の取り組み

対象者実施地区委託元実施年度
レセプトより抽出（国保・協会けんぽ）朝霞市・新座市・志木市埼玉県平成30年度
レセプトより抽出（国保・協会けんぽ）朝霞市・新座市・志木市

和光市・富士見市
埼玉県令和元年度

・国の保険者努力支援制度（市町村）
「重複・多剤投薬者に対する取り組み対象者」
・薬局の薬剤師が適正化を必要と判断した患者

埼玉県内63市町村（全域）埼玉県

令和3年度
令和4年度
令和5年度

令和6年度
高齢者医薬品適正使用事業厚生労働省
高齢者医薬品適正使用事業厚生労働省

令和7年度 適正服薬等推進業務広域連合

国の保険者努力支援制度（市町村）「重複・多剤投薬者に対する取り組み対象者」－



事業実施スケジュール
内容実施月

保険薬局講習会にて説明会実施
※医師・薬剤師によるポリファーマシー対策の重要性などを講習
※事業内容の説明 等

一般社団法人埼玉県医師会への事業説明
一般社団法人日本保険薬局協会、一般社団法人チェーンドラッグ協会への協力依頼

7月

一般社団法人埼玉県薬剤師会ホームページに専用ページの開設8月
ポリファーマシー対策事業実施8月～12月
ポリファーマシー対策事業報告書提出8月～1月
アンケート集計（参加薬局に対して）1月
効果検証および報告書の作成（一般社団法人埼玉県薬剤師会、大学）2月～3月



フローチャート（令和3年～令和6年）



報告書など



指標と結果について
薬剤日の削減金額（薬価）/日処方変更数報告数指標実施年度

－－19例
薬剤数

平成30年度

－－21例令和元年度

－19例70例（通知0件）

薬剤数
患者の体調変化

令和3年度

3,146円37例（通知1例）78例（通知20例）令和4年度

3,230円49例（通知0例）113例（通知17例）令和5年度

2,360円44例（通知1例）84例（通知17例）令和6年度

－－－厚労省

令和7年度 －70例574例広域連合
－0例29例国保通知

結果の詳細については、埼玉県薬剤師会ホームページを参照してください。
事業報告 https://saiyaku.or.jp/about/projects



行政が係ることの重要性

•平成30年、令和元年事業では、事業開始から市町村の担当者も
会議に参加し、国保のレセプト解析を行うことができた。

•国の保険者努力支援制度で、重複・多剤投薬者に対し、通知を
発送したことにより、薬局に相談に来る患者が増加した。

•薬務課が主体的に事業に関与したことにより、関係団体の周知
など円滑に行うことができた。

•県の国保医療課が中心になり、各市町村への働きかけを行うこ
とが出来た。



国保医療課から市町村に提供した資料



まとめ

•医師会、行政との協力体制が必要不可欠である。
•症例数を増やす為には、レセプトの活用、通知も一つの方法と
考えるが、薬局による患者への働きかけも必要である。

•薬局薬剤師が、ポリファーマシーを意識して患者と接すること
により、効果が上がると考える。

•ここ数年、取り組んでいるが、症例数は徐々に増えてはいるも
のの、参加薬局数はあまり増えていないのが現状である。

•薬剤師が関与することにより、副作用の観点からもポリファー
マシー対策を行うことが出来る。


